
大
理
石
と
ブ
ロ
ン
ズ
の
祖
国

　
　
　
－
近
代
イ
タ
リ
ア
の
国
民
形
成
と
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
1

藤
　
　
澤

房
　
　
俊

｛79）　犬理石とブロンズの祖国

卵
が
先
か
鶏
が
先
か
ー
国
家
形
成
と
国
民
形
成
－

　
イ
タ
リ
ア
は
、
所
謂
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
に
よ
っ
て
独
立

と
統
一
を
達
成
し
、
近
代
国
家
と
し
て
出
発
し
た
。
時
に
一
八

六
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
後
発
資
本
主
義
国
の
目
本
の
明

治
維
新
に
先
立
つ
こ
と
七
年
、
ド
イ
ツ
統
一
に
先
立
つ
こ
と
一

〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　
イ
タ
リ
ア
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
と
明
治
維
新
と
の
比
較

は
一
つ
の
研
究
と
し
て
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と
日
本
史
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

立
場
か
ら
指
摘
さ
れ
た
の
は
中
村
政
則
氏
で
あ
る
。
一
九
世
紀

イ
タ
リ
ア
史
を
研
究
対
象
と
す
る
老
と
し
て
、
そ
の
指
摘
に
心

強
い
支
持
老
を
得
た
と
い
う
印
象
を
う
け
た
。

　
イ
タ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
、
近
代
国
家
の
成
立
と
言
う
と
き
、

そ
の
対
と
し
て
国
家
の
実
体
で
あ
る
国
民
が
存
在
す
る
こ
と
は

自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
的
経
過
と
し
て
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
期
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
主
義
者
、
カ
ル
ボ
ネ
リ
ー
ア

（
炭
焼
き
党
）
に
代
表
さ
れ
る
秘
密
結
杜
運
動
、
マ
ヅ
ツ
ィ
ー
二

の
「
青
年
イ
タ
リ
ア
」
、
カ
ヴ
ー
ル
に
よ
る
『
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
』
紙
の
発
刊
な
ど
に
よ
る
国
民
意
識
の
高
揚
に
よ
っ
て
国
民

国
家
が
成
立
し
、
あ
た
か
も
そ
の
段
階
で
国
家
意
識
を
そ
な
え

た
国
民
も
同
時
に
誕
生
し
た
、
と
い
う
歴
史
的
錆
覚
に
お
ち
い

　
　
　
　
＾
2
）

る
こ
と
が
あ
る
。

　
近
代
国
家
を
構
成
す
る
国
民
の
実
体
を
論
ず
る
と
き
、
国
家

に
た
い
す
る
「
帰
属
意
識
」
と
国
民
の
「
連
帯
意
識
」
の
度
合
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い
が
一
つ
の
指
標
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
「
帰
属
意
識
」
と

「
連
帯
意
識
」
が
、
近
代
国
家
の
出
発
点
で
あ
る
一
八
六
一
年
の

段
階
で
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
か
と
言
え
ぱ
、
そ
れ
は
否
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ダ
ゼ
ー
リ
目
が
統
一
直
後
に
述
べ
た

「
イ
タ
リ
ア
は
成
っ
た
。
こ
れ
か
ら
イ
タ
リ
ア
人
を
作
ら
ね
ぱ

な
ら
な
い
」
と
い
う
一
言
葉
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
「
イ
タ
リ
ア
人

を
作
る
」
、
す
な
わ
ち
イ
タ
リ
ア
の
国
民
形
成
を
お
こ
な
う
こ

と
は
、
統
一
国
家
の
指
導
者
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
至
上
課
題
で

あ
っ
た
。

　
日
本
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
幕
藩
時
代
の
藩
民
の
藩

主
・
藩
へ
の
帰
属
意
識
か
ら
、
明
治
維
新
を
挟
ん
で
、
天
皇
制

を
中
心
と
す
る
国
家
へ
帰
属
意
識
を
変
え
る
こ
と
、
北
海
道
か

ら
琉
球
に
い
た
る
国
民
の
連
帯
意
識
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
明

治
政
府
が
早
急
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
課
題
の
達
成
に
国
家
装
置
と
し
て
の
教
育
や
軍
隊
が
動
員

さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

国
民
形
成
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
国
家
装
置
だ
け
で
は
不
十
分

で
あ
っ
た
。
「
王
権
と
宮
廷
と
い
う
権
力
の
中
心
と
教
会
と
い

う
宗
教
的
な
統
合
の
装
置
を
拒
否
し
た
、
い
わ
ぱ
白
紙
の
上
に

新
し
い
秩
序
を
作
り
だ
す
国
民
国
家
は
、
新
た
な
権
力
の
中
心

と
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
創
出
に
尊
念
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

＾
3
）

な
い
L
。
フ
ラ
ン
ス
に
関
連
し
て
、
西
川
長
夫
氏
は
こ
の
よ
う

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
は
、
統
一
イ
タ
リ
ア
の
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
君
主
制

に
求
め
、
統
一
に
よ
っ
て
「
祖
国
の
父
」
と
な
る
国
王
ヴ
ィ
ッ

ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
ニ
世
が
、
国
民
形
成
に
お
い
て
い

か
な
る
機
能
を
果
た
し
た
か
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
論
で

＾
4
）

あ
る
。

国
王
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
1
「
紳
士
王
」
・
「
一
兵

士
と
し
て
の
国
王
」
・
「
祖
国
の
父
」
1

　
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
ェ
ー
レ
ニ
世
が
、
統
合
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
し
て
機
能
を
始
め
る
の
は
統
一
前
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
か
れ
に
「
紳
士
王
」
と
い
う
呼
称
が
与
え
ら
れ
た
一

八
五
〇
年
か
ら
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
で

宗
教
裁
判
所
の
廃
止
、
教
会
・
僧
侶
の
中
世
的
特
権
の
剥
奪
に

関
す
る
法
律
、
所
謂
シ
ッ
カ
ル
デ
ィ
法
案
が
議
会
で
承
認
さ
れ

た
。
信
仰
厚
い
国
王
は
、
教
皇
の
反
発
を
恐
れ
な
が
ら
も
、
そ
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の
法
律
に
署
名
を
お
こ
な
っ
た
。

　
国
王
が
教
会
の
圧
力
に
屈
し
て
法
案
の
署
名
に
渋
る
こ
と
も

予
測
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
ダ
ぜ
ー
リ
冒
首
相
は
、
基
本
法
に

し
た
が
っ
て
署
名
し
た
国
王
を
近
代
的
国
王
に
ふ
さ
わ
し
い
勇

気
あ
る
「
紳
士
王
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
時
に
、
「
紳
士
王
」
の
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
紳
士
王
」
と
い
う
呼
称
は
、
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
王
国
に
よ
る
統

一
を
支
持
す
る
政
治
勢
力
の
機
関
紙
等
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に

国
内
で
普
及
し
て
い
っ
た
。
一
八
五
七
年
以
降
、
主
た
る
軍
事

力
を
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
軍
と
し
、
民
主
主
義
革
命
を
否
定
し
、
君

主
制
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
統
一
を
標
携
す
る
「
国
民
協
会
」
に
よ

る
世
論
作
り
に
よ
っ
て
、
「
紳
士
王
」
は
イ
タ
リ
ア
諸
邦
に
も
広

く
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
「
紳
士
王
」
の
存
在
は
、
統
一
以
前
の
マ
ヅ
ツ
ィ
ー
二
に
代
表

さ
れ
る
共
和
派
と
カ
ヴ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
君
主
派
の
イ
タ
リ

ア
統
一
を
め
ぐ
る
対
立
の
「
最
高
の
調
停
考
」
の
役
割
と
、
ガ

リ
バ
ル
デ
ィ
を
含
む
多
く
の
共
和
派
を
巻
き
込
み
な
が
ら
統

一
・
独
立
と
い
う
一
点
に
全
勢
力
を
結
集
す
る
機
能
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
。
一
八
五
九
年
の
、
イ
タ
リ
ア
全
土
か
ら
聞
こ
え

て
く
る
「
苦
悩
の
叫
び
」
に
応
え
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
国
王

演
説
は
、
か
れ
に
「
イ
タ
リ
ア
の
救
世
主
」
と
い
う
イ
メ
i
ジ

を
刻
印
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
対
オ
ー
ス
ト
リ
ア
戦

争
（
一
八
五
九
年
）
で
先
頭
に
立
っ
て
戦
う
国
王
に
「
一
兵
士

と
し
て
の
国
王
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
加
わ
り
、
統
一
後
に
は

「
祖
国
の
父
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
ヴ
ィ
ヅ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
ェ
ー
レ
ニ
世
の
実
像

は
、
「
紳
士
王
」
と
い
う
呼
称
と
は
裏
腹
に
、
粗
野
で
、
田
舎
老

で
、
漁
色
に
走
る
艶
福
家
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
国
王
が
、

鼓
笛
隊
長
の
娘
で
、
二
二
歳
の
年
の
差
の
あ
る
ロ
ジ
ー
ナ
と
の

間
に
三
人
の
子
供
を
も
う
け
て
い
る
こ
と
は
、
公
然
の
秘
密
で

あ
っ
た
。
国
王
が
「
無
学
で
、
趣
味
の
悪
い
、
方
言
を
ま
く
し

た
て
る
」
ロ
ジ
ー
ナ
を
正
妻
に
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
カ
ヴ
ー

ル
は
ロ
ジ
ー
ナ
と
の
関
係
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
苦
言
を
呈
し

た
。
こ
の
生
身
の
国
王
像
、
あ
る
い
は
あ
り
の
ま
ま
の
国
王
像

が
表
に
出
て
し
ま
う
と
、
統
一
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
救
世
主
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
機
能
し
な
く
な
る
。
生
身
の
国
王
と
統
一

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
「
救
世
主
」
の
間
の
乖
離
を
見
え
な
く

す
る
こ
と
に
努
力
し
た
の
が
、
カ
ヴ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
「
紳
士

王
」
と
政
治
的
実
権
を
に
ぎ
る
カ
ヴ
ー
ル
と
の
関
係
は
、
決
し

て
良
好
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
「
紳
士
王
」
が
政
治

的
・
軍
事
的
に
実
権
を
握
ろ
う
と
し
た
と
き
、
必
然
的
に
齪
鯖

を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
と
「
朕
に
関
す
る

限
り
」
と
い
う
留
保
を
っ
け
て
結
ん
だ
ヴ
ィ
ヅ
ラ
フ
ラ
ン
カ
和

約
（
一
八
五
九
年
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
カ
ヴ
ー
ル
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
援
軍
な
し
に
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
軍
単
独
で
も
戦
い
抜
く
と

進
言
し
た
が
入
れ
ら
れ
ず
、
首
相
を
辞
任
し
た
。

　
国
民
形
成
に
お
け
る
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
重
要
な
の

は
、
生
身
の
国
王
の
意
志
や
行
動
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
リ
ソ

ル
ジ
メ
ン
ト
の
過
程
で
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
「
紳
士
王
」

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
艶
福
家
で
あ
る
生
身
の
国
王
と
、

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
作
り
だ
さ
れ
た
虚
構
の
「
紳
士
王
」
を
蹄
分

け
し
て
、
生
身
の
国
王
と
虚
構
の
「
紳
士
王
」
の
乖
離
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
紳
士
王
」
あ
る
い
は
「
一

兵
士
と
し
て
の
国
王
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
誰
に
よ
っ
て
何

故
作
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
二
で

ど
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
働
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ぱ
、
君
主
制
に
よ
る

統
一
を
進
め
る
カ
ヴ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
穏
和
派
が
、
自
分
た

ち
の
存
在
基
盤
で
あ
る
国
王
を
中
心
と
す
る
国
家
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
確
立
を
緊
急
の
課
題
と
し
、
虚
構
の
国
王
の
権
威
を
高
く
掲

げ
、
そ
れ
を
自
由
に
操
作
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

巡
幸
の
軍
事
的
・
政
治
的
意
味

　
「
多
様
性
の
統
一
」
を
達
成
し
た
イ
タ
リ
ア
王
国
は
、
短
期
間

に
一
挙
に
拡
夫
し
た
国
家
空
問
を
精
神
的
に
統
合
す
る
た
め
に
、

「
祖
国
の
父
」
と
新
し
い
国
民
の
緊
密
な
関
係
を
作
り
だ
し
、
新

し
い
国
家
権
威
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

「
祖
国
の
父
」
の
権
威
を
国
民
に
視
覚
的
に
感
知
さ
せ
る
デ
モ

ス
ト
レ
ー
シ
目
ン
と
し
て
、
巡
幸
が
利
用
さ
れ
た
。

　
一
八
七
一
年
の
ロ
ー
マ
遷
都
ま
で
の
巡
幸
は
、
政
治
的
・
軍

事
的
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
一
八
六
〇
年
二
月
の
ミ
ラ
ー
ノ
、

一
八
六
〇
年
の
南
部
イ
タ
リ
ア
、
一
八
六
六
年
の
ヴ
ェ
ネ
ー
ツ

ィ
ア
ヘ
の
巡
幸
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
シ
チ
リ
ア
を
征
服
し
、
南

イ
タ
リ
ア
を
北
上
す
る
民
衆
の
英
雄
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
と
南
下
す

る
「
一
兵
士
と
し
て
の
国
王
」
は
、
ナ
ー
ポ
リ
近
郊
の
テ
ア
ー
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ノ
河
畔
で
遭
遇
す
る
。
そ
れ
は
、
イ
タ
リ
ア
の
政
治
的
統
合
を

完
成
す
る
た
め
の
、
カ
ヴ
ー
ル
に
よ
る
国
王
の
権
威
の
利
用
し

た
政
治
技
術
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
遭
遇
の
模
様
は
、
様
々
な
粉
飾
が
施
さ
れ
、
誇
張
さ
れ

て
極
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
、
民
衆
の
あ
い
だ
に
流
布
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
出
会
い
の
模
様
を
千
人
隊
に
参
加
し
た
ジ
ャ

ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
ト
・
マ
ー
リ
オ
は
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

　
軍
服
に
身
を
か
た
め
た
国
王
は
、
赤
シ
ャ
ツ
と
灰
色
の
ポ
ン

チ
ョ
姿
の
両
シ
チ
リ
ア
王
国
の
「
解
放
老
」
に
近
寄
り
、
手
を

差
し
延
べ
て
握
手
を
か
わ
し
た
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
会
話

が
交
わ
さ
れ
た
。

　
お
お
！
　
親
愛
な
る
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
　
元
気
で
い
た
か
？

　
と
て
も
元
気
で
す
　
国
王
陛
下
は
い
か
が
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

　
ま
す
か
。

　
と
て
も
元
気
だ
。

　
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
は
周
り
の
人
々
に
向
か
っ
て
声
高
く
、
「
こ

　
こ
に
イ
タ
リ
ア
国
王
が
お
ら
れ
る
の
だ
！
」
と
叫
ん
だ
。
兵

　
士
た
ち
が
、
そ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
、
一
斉
に
「
国
王
万

　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
歳
！
L
と
叫
ん
だ
。

　
こ
の
会
見
は
、
私
心
を
捨
て
て
栄
誉
を
求
め
ず
、
国
王
に
忠

誠
を
尽
く
す
典
型
的
な
臣
民
と
し
て
の
ガ
リ
バ
ル
デ
ィ
像
と
、

親
し
く
臣
民
を
思
う
民
衆
的
な
国
王
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
し
、

「
一
人
の
庶
民
が
一
人
の
国
王
に
王
国
を
進
呈
し
た
」
と
い
う

極
め
て
政
治
的
な
演
出
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
か
ら
、

そ
れ
ま
で
人
格
的
特
徴
を
示
す
「
紳
士
王
」
と
い
う
呼
称
に
変

わ
っ
て
、
神
聖
に
し
て
侵
し
が
た
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
た
呼
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
）

で
あ
る
「
祖
国
の
父
」
が
主
流
と
な
る
。

　
一
八
六
二
年
四
月
に
は
、
南
部
イ
タ
リ
ア
の
匪
賊
の
反
乱
を

慰
撫
す
る
目
的
で
、
ラ
タ
ッ
ツ
ィ
首
相
の
要
請
を
受
け
て
、
国

王
は
南
部
イ
タ
リ
ア
を
巡
幸
し
て
い
る
。
こ
れ
も
政
治
的
特
徴

を
強
く
示
し
て
い
る
。
巡
幸
は
、
国
家
が
国
王
を
民
衆
の
前
に

直
接
押
し
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
知
ら
し
め
、
国

王
の
威
力
と
あ
り
が
た
さ
を
感
得
さ
せ
、
そ
の
国
王
を
い
た
だ

く
国
家
の
力
強
さ
を
印
象
づ
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。

　
巡
幸
に
際
し
て
、
国
王
は
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
に
参
加
し

た
義
勇
兵
を
表
彰
し
、
か
れ
ら
の
愛
国
心
を
讃
え
た
。
そ
の
こ

と
は
、
統
一
国
家
へ
の
愛
国
心
を
さ
ら
に
鼓
舞
す
る
目
的
も
持
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っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
巡
幸
は
、
国
王
や
王
室

が
行
う
の
で
は
な
く
、
支
配
機
構
の
確
立
に
関
わ
る
問
題
と
し

て
、
統
一
国
家
の
指
導
老
が
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

国
民
形
成
に
巡
幸
と
い
う
形
で
国
王
が
動
員
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
で
も
あ
っ
た
。

　
一
八
七
八
年
に
第
二
代
イ
タ
リ
ア
国
王
に
即
位
し
た
ウ
ン
ベ

ル
ト
王
の
巡
幸
は
、
ヴ
ィ
ヅ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
ェ
ー
レ
ニ
世

の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
地
震
被
災
地
、
地
域
開
発
工
事
・
病
院

建
築
な
ど
の
く
わ
入
れ
式
、
博
覧
会
の
除
幕
式
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

大
学
創
立
八
○
○
周
年
記
念
式
典
と
い
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
治
的
統
合
の
目
的
を
も
つ
軍
服
姿
の
ヴ

ィ
ヅ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
ェ
ー
レ
ニ
世
か
ら
私
服
姿
の
ブ
ル
ジ

目
ア
君
主
と
し
て
の
ウ
ン
ベ
ル
ト
ヘ
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。

　
多
木
浩
二
氏
は
、
明
治
天
皇
の
巡
幸
に
関
連
し
て
、
次
の
よ

う
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
民
衆
に
は
、
巡
幸
に
際
し
て
国
王
だ

け
が
見
え
て
、
政
治
指
導
者
の
意
図
し
た
支
配
機
構
は
見
え
な

か
っ
た
が
、
統
一
政
府
の
指
導
老
が
選
択
し
た
巡
幸
の
場
所
が
、

国
家
の
直
面
す
る
政
治
・
産
業
な
ど
の
諸
間
題
を
反
映
し
て
お

り
、
そ
こ
に
政
治
指
導
老
の
巡
幸
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が

　
（
8
）

出
来
る
L
。

　
軍
服
姿
か
ら
私
服
姿
へ
の
衣
装
の
変
化
は
、
「
本
質
的
な
政

治
的
か
つ
知
的
な
次
元
で
の
変
化
の
一
部
」
を
示
し
て
い
る
。

政
治
指
導
老
は
、
こ
の
衣
装
の
変
化
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ウ

ン
ベ
ル
ト
時
代
に
産
業
・
文
化
・
教
育
を
振
興
し
、
近
代
国
家

の
長
に
ふ
さ
わ
し
い
ブ
ル
ジ
目
ア
国
王
へ
の
変
身
を
意
図
し
た

の
で
あ
る
。「

祖
国
の
父
」
の
神
話
化

　
一
八
七
八
年
一
月
九
日
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
ェ
ー

レ
ニ
世
は
五
八
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
一
八
四
九
に
サ
ル
デ

ー
ニ
ャ
王
国
の
国
王
に
即
位
し
て
二
九
年
、
一
八
六
一
年
に
イ

タ
リ
ア
王
国
の
初
代
国
王
と
な
っ
て
一
七
年
、
ロ
ー
マ
遷
都
か

ら
七
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
「
祖
国
の
父
」
の
死
は
、
当
時
の
新
聞
に
よ
れ
ぱ
、
イ
タ
リ
ア

の
唯
一
の
「
確
実
な
支
え
」
と
「
壊
れ
る
こ
と
の
な
い
」
保
証

を
失
っ
た
と
国
民
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
「
国
民
総
意
の

嘆
き
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
で
の
大
喪
の
礼
以
外
に
、

サ
ヴ
ォ
イ
ア
王
家
発
祥
の
地
ト
リ
ー
ノ
、
ナ
ー
ポ
リ
、
ヴ
ェ
ネ
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ー
ツ
ィ
ア
と
い
っ
た
犬
都
市
、
小
さ
な
コ
ム
ー
ネ
、
そ
し
て
外

国
の
イ
タ
リ
ア
人
コ
ロ
ニ
ー
で
も
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
葬

儀
に
合
わ
せ
て
、
各
地
で
発
行
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
追
悼
文
集

が
、
一
橋
大
学
図
書
館
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
な
か
に
あ
る
。

　
国
内
・
国
外
で
盛
犬
に
行
わ
れ
た
「
祖
国
の
父
」
の
葬
儀
は
、

「
国
民
総
意
の
嘆
き
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ

タ
リ
ア
国
民
と
サ
ヴ
ォ
イ
ア
王
家
の
一
体
化
し
た
一
つ
の
家
族

と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
を
作
り
だ
す
政
治
的
な
機
能
を
果
た
し
た
。

サ
ヴ
ォ
イ
ア
王
家
を
中
心
と
す
る
「
犬
家
族
」
と
し
て
の
イ
タ

リ
ア
と
い
う
思
想
は
、
一
八
八
○
年
以
降
の
公
立
の
初
等
学
校

の
教
科
書
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
祖
国
の
父
」
の
死
の
政

治
的
利
用
は
、
墓
地
を
め
ぐ
る
論
争
に
明
確
に
見
ら
れ
る
。

　
サ
ヴ
才
イ
ァ
王
家
歴
代
の
墓
は
ト
リ
ー
ノ
郊
外
の
風
光
明
媚

な
丘
陵
地
で
あ
る
ス
ー
ペ
ル
ガ
に
あ
る
。
し
か
し
、
国
王
の
死

去
の
直
後
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
国
王
の
墓
は
首
都
ロ
ー
マ
で
、
そ

れ
も
紀
元
八
○
年
に
あ
ら
ゆ
る
神
を
祭
る
神
殿
と
し
て
ア
グ
リ

ッ
バ
が
建
て
た
バ
ン
テ
オ
ン
に
、
と
い
う
声
が
日
増
し
に
高
ま

る
。
国
王
の
墓
の
め
ぐ
る
論
争
は
、
国
家
指
導
者
の
政
治
的
動

機
が
サ
ヴ
ォ
イ
ア
王
家
の
意
志
を
抑
え
る
方
向
で
展
開
し
て
い

っ
た
。
こ
こ
に
、
イ
タ
リ
ア
王
国
を
サ
ヴ
ォ
イ
ァ
王
家
の
連
続

と
し
て
で
は
な
く
、
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
連
綿
と
し
て
続
く
歴
史

の
な
か
に
統
一
イ
タ
リ
ア
を
位
置
づ
け
、
古
代
ロ
ー
マ
と
イ
タ

リ
ア
王
国
の
歴
史
的
遵
続
性
を
作
り
だ
す
と
い
う
こ
と
に
な
っ

“
、

六　
教
会
と
し
て
機
能
し
て
い
た
バ
ン
テ
オ
ン
は
、
「
祖
国
の
父
」

の
墓
と
な
っ
た
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
王
国
の
聖
地
と
な
り
、
国

民
の
巡
礼
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
こ
の
と
き

か
ら
「
祖
国
の
父
」
は
礼
拝
の
対
象
と
し
て
神
聖
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　
古
代
ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ
ア
王
国
の
歴
史
的
連
続
性
を
意
図
的

に
作
り
だ
す
た
め
に
「
祖
国
の
父
」
を
バ
ン
テ
オ
ン
に
埋
葬
し

た
背
景
に
は
、
「
多
様
性
の
統
一
」
で
あ
る
イ
タ
リ
ァ
王
国
の
な

か
に
杜
会
的
・
政
治
的
・
地
域
的
裂
け
目
が
拡
犬
し
つ
つ
あ
る
、

と
い
う
認
識
が
国
家
指
導
者
に
強
く
意
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
裂
け
目
は
、
新
国
王
の
暗
殺
未
遂
事
件

や
、
「
杜
会
主
義
の
実
験
場
」
で
あ
る
ロ
マ
ー
ニ
ャ
地
方
で
多
く

の
コ
ム
ー
ネ
が
犬
喪
の
礼
へ
の
出
席
を
拒
否
し
た
こ
と
に
現
出
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す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
指
導
者
は
、
大
喪
の
礼
に
お
い
て

「
祖
国
の
父
」
の
歴
史
的
意
義
を
象
徴
化
す
る
こ
と
で
、
統
合
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
君
主
制
を
強
化
し
、
杜
会
的
・
政
治
的

裂
け
目
を
埋
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
国
王
の
死
去
を
は
さ
ん
で
、
民
衆
の
国
王
に
た
い
す
る
視
線

あ
る
い
は
ま
な
ざ
し
が
変
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
国
王
と
国
民

の
精
神
的
統
合
を
は
か
る
た
め
の
巡
幸
は
、
古
典
的
な
国
王
の

視
覚
化
で
あ
っ
た
。
一
八
七
八
年
以
降
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど

の
コ
ム
ー
ネ
に
「
祖
国
の
父
」
の
銅
像
や
大
理
石
像
が
雨
後
の

筍
の
よ
う
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
顕
彰
さ
れ
た
国
王
は
、
視
覚
的
に
国
民
に
感
知
さ
せ
る
よ
う

に
、
独
立
と
統
一
を
達
成
し
た
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

「
祖
国
の
父
」
を
意
図
的
に
神
話
化
し
た
政
治
的
図
像
で
あ
っ

た
。
国
王
の
像
は
、
超
歴
史
的
な
存
在
で
あ
る
国
家
主
権
の
象

徴
と
し
て
、
威
厳
に
満
ち
た
力
強
い
、
民
衆
に
は
優
し
さ
を
た

た
え
た
ワ
ン
バ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
民
衆
の

側
か
ら
見
れ
ぱ
尊
敬
に
値
し
、
期
待
し
た
国
王
像
で
も
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
民
衆
が
自
発
的
に
作
り
だ
し
た
期
待
す

べ
き
国
王
像
と
い
う
よ
り
、
統
一
後
に
政
治
指
導
老
が
政
治
技

術
に
よ
っ
て
絶
え
ず
そ
し
て
反
復
し
て
民
衆
の
な
か
に
強
制
し
、

呼
ぴ
覚
ま
し
た
国
王
像
で
あ
っ
た
。

　
国
家
主
権
の
象
徴
で
あ
る
国
王
を
民
衆
の
生
活
空
間
の
中
心

で
あ
る
広
場
に
固
定
化
し
、
永
久
的
に
そ
れ
を
記
憶
さ
せ
、

日
々
の
生
活
の
な
か
で
垣
常
的
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
王

そ
し
て
そ
れ
が
統
治
す
る
国
家
と
国
民
を
一
体
化
さ
せ
る
と
い

う
新
し
い
統
治
技
術
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
王
の
銅
像
と
各
々

の
コ
ム
ー
ネ
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
の
愛
国
者
の
銅
像
が
ワ

ン
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
国
王
と
国
民
の
、
国
家
と
各
コ
ム
ー
ネ

の
結
合
が
意
識
的
に
創
り
だ
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
ニ
五
周
年
に
あ
た
る
一
八
八
四
年
一
月
九

日
に
、
「
祖
国
の
父
」
の
眠
る
バ
ン
テ
オ
ン
ヘ
の
国
民
巡
礼
団
が

組
織
さ
れ
、
約
七
万
人
が
参
加
し
た
。
一
月
九
圧
と
い
う
目
に

は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
。
第
一
点
は
国
王
の
命
日
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
二
五
年
前
「
救
世
主
」
と
し
て
国
王
を
刻
印
す
る

こ
と
に
な
っ
た
「
苦
悩
の
叫
び
」
演
説
が
行
わ
れ
た
一
月
一
〇

日
に
近
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
家
主
導
で
は
な
く
、
在

郷
軍
人
会
を
中
心
に
自
然
発
生
的
に
組
織
さ
れ
た
草
の
根
的
な

も
の
で
あ
っ
た
国
民
巡
礼
団
は
、
そ
の
目
的
を
「
イ
タ
リ
ア
統

594



（87〕　大理石とブロンズの祖国

一
の
愛
国
的
価
値
と
立
憲
君
主
制
へ
の
忠
誠
を
鼓
舞
す
る
も

の
L
と
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
に
到
着
し
た
巡
礼
団
は
、
音
楽
隊

を
先
頭
に
各
県
・
各
コ
ム
ー
ネ
の
旗
と
続
い
て
、
バ
ン
テ
オ
ン

ヘ
と
向
か
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
横
浜
の
イ
タ
リ
ア
人
コ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

ー
二
ー
が
派
遣
し
た
代
表
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
国
民
墓
参
団
に
た
い
す
る
外
国
の
反
応
は
鋭
く
、
隠
さ
れ
た

政
治
的
意
図
を
突
い
て
い
る
。
一
八
八
四
年
一
月
の
モ
ー
ニ
ン

グ
・
ポ
ス
ト
紙
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
大
王
、
紳
士
王
、
祖
国
の
父
は
イ
タ
リ
ア
で
崇
拝
の
対
象
と

　
な
っ
た
。
か
れ
の
な
か
に
新
し
い
理
念
と
新
し
い
目
標
を
充

　
足
す
る
す
べ
て
が
集
中
し
、
統
一
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
祖

　
国
で
世
俗
の
主
を
見
い
だ
し
た
近
代
の
ギ
ベ
リ
ズ
モ
（
皇
帝

　
主
義
）
で
あ
る
」
。

　
こ
の
指
摘
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
祖
国
の
父
」
を
祭
っ

た
バ
ン
テ
オ
ン
が
、
民
衆
レ
ベ
ル
で
聖
地
と
し
て
機
能
し
は
じ

め
、
神
聖
化
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
祖
国
の
父
」
の
祭
壇
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・

ヌ
ェ
ー
レ
ニ
世
記
念
堂

エ
マ

　
「
祖
国
の
父
」
の
神
話
化
の
究
極
は
、
ロ
ー
マ
の
中
心
地
ヴ
ェ

ネ
ー
ツ
ィ
ア
広
場
に
威
風
堂
々
と
螢
え
る
白
亜
の
犬
殿
堂
ヴ
ィ

ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
ニ
世
記
念
堂
で
あ
る
。
「
世
界

最
夫
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
」
あ
る
い
は
「
世
界
最
犬
の
ウ
ェ
デ

ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
」
と
悪
評
紛
々
の
折
衷
主
義
の
建
物
で
あ
る
。

　
国
民
形
成
に
お
け
る
過
去
へ
の
回
帰
は
、
他
の
国
に
も
見
ら

れ
る
が
、
バ
ン
テ
オ
ン
を
国
王
の
墓
と
し
、
イ
タ
リ
ア
王
国
と

古
代
ロ
ー
マ
の
連
続
性
を
作
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に

行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
連
続
性
を
さ
ら
に
視
覚
的
に
も
強
調
し

た
の
が
、
こ
の
「
祖
国
の
父
」
の
祭
壇
で
あ
る
。
背
後
に
古
代

ロ
ー
マ
の
発
祥
の
地
で
あ
る
カ
ン
ビ
ド
ー
リ
オ
の
丘
を
従
え
、

古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
・
杜
会
の
中
心
地
で
あ
っ
た
フ
ォ
ロ
・
ロ

マ
ー
ノ
を
威
圧
す
る
か
の
よ
う
に
そ
ぴ
え
立
つ
記
念
堂
は
、
ロ

ー
マ
の
都
市
空
間
の
美
的
感
覚
に
お
い
て
も
、
ま
た
歴
史
的
雰

囲
気
か
ら
も
極
め
て
異
質
な
も
の
で
あ
る
が
、
国
家
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
る
。
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「
祖
国
の
父
」
の
祭
壇
建
設
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
国
王
の
死

後
直
ち
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
建
設
に
半
世
紀
に
及
ぶ

年
月
と
膨
大
な
費
用
を
費
や
し
た
。
そ
の
建
築
の
目
的
は
、
除

幕
式
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
共
和
制
ロ
ー
マ
や
帝
政
ロ
ー
マ
の
建
築
物
と
肩
を
並
べ
る

　
壮
麗
な
作
品
で
、
（
イ
タ
リ
ア
人
の
）
天
賦
の
才
と
ラ
テ
ン
的

　
根
気
強
さ
を
後
世
に
長
く
伝
え
る
見
事
な
証
明
で
あ
り
記
録

　
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
第
三
の
イ
タ
リ
ア
は
自
分
た
ち
の

　
優
位
の
伝
統
を
明
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

　
記
念
堂
に
は
、
明
確
な
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
た
。
第
一
は
、
「
民
族
革
命
と
し
て
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
の
思
想
・
価
値
を
寓
意
的
に
表
現
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

第
二
は
、
「
国
王
を
写
実
的
に
象
徴
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
」
。

　
記
念
堂
の
正
面
は
四
段
に
区
切
ら
れ
た
階
段
が
あ
る
。
そ
の

両
側
に
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
の
「
思
想
」
と
「
行
動
」
を
寓
意
化

し
た
ブ
ロ
ン
ズ
の
彫
刻
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
階
段
の
上
に
は

「
祖
国
の
祭
壇
」
と
呼
ぱ
れ
る
広
場
が
あ
る
。
広
場
の
大
理
石

の
壁
に
は
、
ロ
ー
マ
を
イ
タ
リ
ア
の
首
都
と
す
る
ま
で
の
歴
史

的
経
過
を
描
い
た
寓
意
的
な
レ
リ
ー
フ
が
幅
六
六
メ
ー
ト
ル
に

渡
っ
て
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
央
に
金
メ
ヅ
キ
を
施
し

た
ブ
ロ
ン
ズ
の
「
ロ
ー
マ
像
」
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
「
祖
国
の
祭
壇
」
の
中
央
の
、
労
働
と
祖
国
愛
の
凱
旋
行
進
の

レ
リ
ー
フ
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
約
＝
一
メ
ー
ト
ル
の
台
座
の
上
に
、

ヴ
ィ
ヅ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
ニ
世
の
騎
馬
像
が
そ
び
え

立
っ
て
い
る
。
騎
馬
像
は
、
重
量
五
万
キ
ロ
、
高
さ
二
一
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
。
銅
像
の
頭
部
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
重
量
が
二

一
〇
〇
キ
ロ
、
馬
の
胸
帯
の
重
量
が
七
〇
〇
〇
キ
ロ
、
剣
の
重

量
が
三
五
〇
キ
ロ
で
あ
る
。
馬
の
腹
部
の
内
部
は
二
〇
人
が
テ

ー
ブ
ル
に
つ
い
て
座
れ
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。

　
国
王
の
騎
馬
像
の
周
り
に
は
、
シ
ン
ボ
リ
ヅ
ク
な
一
群
の
寓

意
彫
刻
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
「
調
和
」
・
「
犠
牲
」
・
「
思
想
」
・

「
行
動
」
・
「
権
利
」
・
「
勝
利
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
記
念
堂
の
側

面
の
回
廊
入
口
に
は
「
政
治
」
・
「
哲
学
」
・
「
革
命
」
の
寓
意
彫

刻
が
、
二
階
の
テ
ラ
ス
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
は
「
自
由
」
と
「
統

一
」
の
寓
意
彫
刻
が
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
。
記
念
堂
の

両
脇
に
は
、
テ
ィ
レ
ニ
ア
海
と
ア
ド
リ
ア
海
の
寓
意
彫
刻
が
イ

タ
リ
ア
王
国
と
「
祖
国
の
父
」
を
象
徴
す
る
記
念
堂
を
挟
む
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
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国
家
指
導
者
が
記
念
堂
を
通
じ
て
伝
え
よ
う
と
し
た
国
家
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
こ
れ
ら
の
寓
意
彫
刻
に
込
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン

ト
運
動
の
諸
価
値
－
統
一
・
自
由
・
犠
牲
・
行
動
・
勝
利

－
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
記
念
堂
の
除
幕
式
が

行
わ
れ
た
一
九
一
一
年
と
い
う
時
代
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
示
す
よ

う
に
、
統
一
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
ト
リ
ト
ノ
・
ロ
ー
マ
・
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
三
箇
所
で
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
イ
タ
リ
ア

王
国
の
第
一
番
目
の
首
都
で
あ
り
、
産
業
革
命
の
一
つ
の
拠
点

で
あ
る
ト
リ
ー
ノ
で
は
工
業
製
品
の
、
第
二
番
目
の
首
都
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
で
は
美
術
と
花
の
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
統
一
の
精
神

的
・
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
で
は
政
治
的
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
特
徴
を
も
つ
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
政
治

的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
特
徴
を
も
つ
ロ
ー
マ
の
博
覧
会
に
、

記
念
堂
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
政
治
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
当
時
の
公
文

書
や
新
聞
記
事
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
統
一
か
ら
五
〇
年

で
イ
タ
リ
ア
が
達
成
し
た
「
進
歩
」
、
「
シ
i
ザ
ー
の
ロ
ー
マ
」

と
「
教
皇
の
ロ
ー
マ
」
に
続
く
「
第
三
の
ロ
ー
マ
」
と
い
っ
た

言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
第
三
の
ロ
ー
マ
」
と
い
う
言
葉
に

象
徴
さ
れ
る
記
念
堂
の
も
つ
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
除
幕
式

の
行
わ
れ
た
そ
の
年
に
具
体
的
な
行
動
と
な
っ
て
現
れ
る
。
一

九
一
一
年
九
月
、
イ
タ
リ
ァ
は
ト
ル
コ
に
宣
戦
布
告
し
、
一
一

月
リ
ビ
ァ
併
合
を
宣
言
し
た
。
ト
リ
ポ
リ
タ
ー
ニ
ア
に
侵
略
し
、

ト
ル
コ
と
戦
争
を
行
う
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
が
帝
国
主
義
政
策

を
行
え
る
だ
け
の
十
分
な
力
を
備
え
た
こ
と
を
内
外
に
誇
示
す

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ト
リ
ー
ノ
博
覧
会
で
示

さ
れ
た
工
業
・
技
術
・
経
済
の
「
進
歩
」
を
背
景
に
、
「
祖
国
の

父
」
の
記
念
堂
に
込
め
ら
れ
た
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
実
践
し

た
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
帝
国
主
義
政
策
は
、

ア
ッ
サ
ブ
の
植
民
地
化
（
一
八
八
二
年
）
、
マ
ッ
サ
ウ
占
領
（
一

八
八
五
年
）
、
エ
リ
ト
レ
ー
ア
植
民
地
建
設
（
一
八
九
〇
年
）
に

よ
っ
て
地
な
ら
し
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
リ
ビ
ア
併
合

に
た
い
す
る
決
定
的
な
反
対
は
国
内
で
は
起
こ
ら
ず
、
世
論
の

圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
戦
争
熱
に
沸
き
立
つ
イ

タ
リ
ア
の
世
論
の
一
端
を
、
「
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ポ
リ
」
と
い
う

見
出
し
を
つ
け
た
新
聞
記
事
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
九
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
が
、
ナ
シ
ョ
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ナ
リ
ズ
ム
の
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の

統
一
と
独
立
を
象
徴
す
る
「
祖
国
の
父
」
の
記
念
堂
建
設
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
国
王
の
死
去
し
た
一
八
七
八
年
直
後
に
、
決

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
五
〇
周
年
に
あ

た
る
一
九
一
一
年
の
除
幕
式
に
お
い
て
、
記
念
堂
に
込
め
ら
れ

た
国
民
形
成
の
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
「
祖
国
の
父
」

と
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
の
諸
価
値
は
、
二
〇
世
紀
の
帝
国
主

義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。
記
念
堂
に
飾
ら

れ
た
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
の
諸
価
値
を
寓
意
化
し
た
彫
刻
は
、

二
〇
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
が
創
り
だ
そ
う
と
し
て
い
た
神
話
と
な

っ
て
い
た
。
「
祖
国
の
父
」
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
ェ
ー

レ
ニ
世
の
騎
馬
像
は
、
国
民
統
合
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と

同
時
に
イ
タ
リ
ア
の
帝
国
主
義
政
策
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。　

近
代
イ
タ
リ
ア
の
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
君
主
制
に
求
め
、

統
一
に
よ
っ
て
「
祖
国
の
父
」
と
な
る
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ

マ
ヌ
エ
ー
レ
ニ
世
が
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
、
ど
の
・

よ
う
に
機
能
し
、
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
っ
た
か
、
を
論
じ

て
み
た
。
だ
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
・
変
質
を
史
料
に
基

づ
い
て
い
か
に
論
証
し
え
る
か
と
い
う
重
要
な
間
題
が
残
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
タ
リ
ア

に
お
け
る
国
民
形
成
は
、
日
本
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
長
い

時
間
を
要
し
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね

ぱ
な
ら
な
い
。
逆
に
、
日
本
は
き
わ
め
て
短
い
期
間
に
、
恐
る

べ
く
徹
底
し
た
形
で
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
天
皇
制
が

機
能
し
た
。
両
国
の
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
君
主
制
・
■

天
皇
制
を
見
る
と
、
両
極
端
の
例
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

イ
タ
リ
ア
の
統
合
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
君
主
制
が
不
十
分

に
し
か
機
能
し
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
の
解
明
が
、
残
さ
れ
た

も
う
一
つ
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）
　
中
村
正
則
『
歴
史
の
こ
わ
さ
と
面
白
さ
』
筑
摩
書
房
、
一

　
九
九
二
年
、
二
六
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
　
鹿
野
政
直
「
『
国
民
』
の
ゆ
ら
ぎ
」
『
思
想
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
三
年
、
二
月
号
、
一
－
三
ぺ
ー
ジ
。

（
3
）
　
西
川
長
夫
「
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
文
明
と
文

　
化
」
『
思
想
』
一
九
九
三
年
五
月
号
、
四
ぺ
ー
ジ
。

（
4
）
　
本
稿
は
、
多
木
浩
二
『
天
皇
の
肖
像
』
（
岩
波
新
書
　
一
九

　
九
二
年
）
の
分
析
方
法
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
記
し
て
感
謝

㎎5



’

の
意
を
表
し
た
い
。

（
5
）
声
O
．
＞
N
娼
＝
9
き
雨
“
辻
S
ミ
一
；
旨
目
o
畠
鼻
暑
－
墨
o

－
墨
〇
一

（
6
）
＞
1
峯
胃
す
9
§
“
き
氏
o
馨
一
…
一
－
弩
o
岩
異
暑
．
H
9
－

H
雪
．

（
7
）
軍
↓
o
巨
P
S
§
曽
ぎ
鳶
、
的
』
“
ぎ
§
呉
丙
o
昌
甲

｝
凹
ユ
岩
㊤
戸
o
p
H
ω
o
－
崖
o
．

（
8
）
　
多
木
浩
二
薯
、
前
掲
婁
、
三
九
頁
。

（
9
）
ρ
0
9
9
亘
ミ
秦
ぺ
§
ミ
e
“
δ
s
き
き
、
完
ぎ
－

構
“
§
“
s
ざ
“
ざ
、
ざ
ミ
o
o
ミ
§
§
辻
s
き
“
髪
ミ
o

§
o
ざ
膏
き
、
専
、
翁
之
奏
ぎ
§
“
§
§
守
き
～
篶
ミ
§
辻
o

－
蓬
一
宛
o
昌
螂
H
o
o
竃
一
〇
」
8
5
一
§
ミ
§
、
、
ぎ
8
ミ
§
曽

8
“
ミ
｝
ざ
“
、
s
“
寒
㌧
卜
“
嚢
o
〔
ぎ
込
o
ミ
“
き
“
ミ
討
§
ミ
“
昏
、

完
泳
s
§
嘗
“
ミ
ざ
（
－
的
亀
－
－
o
－
－
）
㌧
昌
夢
雨
ミ
“
ざ
“
、
§
、
§
ミ
、

§
｝
§
、
亮
ミ
S
ミ
ミ
、
ミ
ミ
ざ
一
岩
O
0
9
く
O
－
－
N
l
O
O
．
仁
O
0
1
呂
O
．

（
1
0
）
卜
“
喜
8
沖
ざ
ミ
き
完
o
§
亀
“
き
§
辻
s
o
ミ
ミ
ー
℃
－
ト

竃
＝
印
目
o
H
胃
H
一
目
．
ω
‘

（
u
）
　
勺
．
＞
8
討
『
窃
一
Ω
“
§
§
“
蟹
s
o
ミ
“
ミ
き
ミ
ミ
§
“
ミ
ざ

S
ミ
ミ
O
ミ
．
S
b
§
S
§
§
帝
ミ
S
完
O
§
や
丙
O
昌
螂
H
O
H
－
一
…
1

く
①
目
言
『
o
戸
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